
日本農業気象学会東北支部功労賞規程 

平成２年４月１日 制定 

１．会則第２章第４条(3)に基づき本規程を設ける。 

２．功労賞は支部の活動、運営等に永年貢献のあった会員に贈る。

３．功労賞受賞者には賞状と賞牌を贈る。 

４．功労賞は原則として毎年贈る。 

５．功労賞受賞者を次の手続きで決定する。 

(1) 功労賞受賞候補者の推薦は会員が行う。推薦者は５名以上の推薦人（役員１

名以上を含む）と推薦理由を本会誌閉じ込みの推薦書に記入し、事務局へ届け

出る。 

(2) 推薦書の届けは事業年度内に開催される東北支部会の２ヶ月前までとする。

(3) 支部長は受賞候補者を評議員会にはかり受賞者を決定する。

６．授賞式は総会で行う。 

(1) 15 年以上の会員で、原則として役員を務めた会員。

(2) 支部長がとくに功績を認め推薦した会員。

（付則）本規程は平成２年度から適用する。 

日本農業気象学会東北支部奨励賞規程 

平成 15 年４月１日 制定 

１．会則第２章第４条(3)に基づき本規程を設ける。 

２．奨励賞は原則として前年度の支部会誌に論文を表し、東北の農業気象研究の進展

に功績のあった会員若干名に贈る。 

３．奨励賞受賞者には賞状と金一封を贈る。

４．奨励賞は原則として毎年贈る。 

５．奨励賞受賞者を次の手続きで決定する。 

(1) 奨励賞受賞候補者の推薦は評議員および幹事が行う。

(2) 支部長は受賞候補者を評議員会にはかり受賞者を決定する。

６．授与式は総会で行う。 

（付則）本規程は平成 15 年度から適用する。 




